
発議第 ４ 号 

 

保育士の配置基準の見直し及び処遇改善を求める意見書 

 

地方自治法第９９条及び松伏町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとお

り提出する。 

 

令和 ５ 年 ３ 月２０日提出 

 

                 提出者 松伏町議会議員 平 野 千 穂 

賛成者 松伏町議会議員 佐 藤 永 子 

賛成者 松伏町議会議員 川 上   力 

賛成者 松伏町議会議員 長谷川 真 也 

賛成者 松伏町議会議員 高 野 祐 大 

                 賛成者 松伏町議会議員 松 岡 高 志 

 

 

松伏町議会議長 増 田  等 様 



保育士の配置基準の見直し及び処遇改善を求める意見書 

 

急速な少子化が進む中で、子どもの健やかな成長を支える質の高い保育が切実に求

められています。 

２０２１年、保育施設内での重大事故は１８７２件も発生しました。保育施設が増

えたことや、事故報告の仕組みの浸透が要因のひとつとしても、園児を取り巻く事故

は連日報道されていますが、保育士は過酷な労働環境に置かれており、４～５歳児の

保育士配置基準は７０年以上一度も改善されておらず、日本は主要国の中でも低い基

準のままとなっています。 

職員の数を増やすことは、子どもの命と育ちを守ることに直結します。質を確保し

た保育の受け皿を整備するためには、保育士の配置基準の見直しや賃金水準の引き上

げによる処遇の改善が急務です。 

よって国におかれましては、以下の項目について実施するよう強く要請します。 

 

１．保育士の配置基準の見直しを行うこと。 

２．賃金水準の引き上げなど更なる処遇改善を図ること。 

３．保育士の処遇改善に必要な財源を十分に確保すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 
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